
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

466,754 224,425 113,383 0 18,739 110,207

33,004 0 3,913 7,774 3,098 18,219

663,843 263,263 99,696 32,305 39,032 229,547

37,065 4,775 3,068 800 4,131 24,291

1,200,666 492,463 220,060 40,879 65,000 382,264

294,902 11,520 5,760 0 40,347 237,275

355,030 0 50,576 7,262 43,191 254,001

151,866 15,475 52,169 0 12,240 71,982

801,798 26,995 108,505 7,262 95,778 563,258

5,958 0 230 2,106 526 3,096

79,660 1,113 687 18,427 8,637 50,796

17,779 6,428 1,544 2,632 1,043 6,132

13,335 0 467 50 1,863 10,955

89,150 0 31,682 22,729 5,049 29,690

28,702 0 116 5,072 3,417 20,097

234,584 7,541 34,726 51,016 20,535 120,766

2,237,048 526,999 363,291 99,157 181,313 1,066,288

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和６年度当初予算）

　令和６年度上郡町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 181,313 千円

1,247,601 千円

財源内訳

特定財源 一般財源

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日から10%に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

区分 事業名 令和６年度
予算額

国庫支出金 県支出金 その他 地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生


